
消費者被害に遭わないために若者自身が注意すべきポイントのイメージ
～若者への注意喚起の検討に当たっての視点～

�これまでの分析を踏まえた被害に遭わないためのポイント

①自分の性格や考え方の傾向の把握

◎心理傾向ごとに分析すると、勧誘等に対する考え方や、影響を受けやすい勧誘のアプロー

チが異なり、それぞれ特に注意すべきポイントも異なる。

⇒自身の持つ心理的弱みを認識するため、自分の性格や考え方の傾向を把握す

ることが必要

②抱えている悩み等の心理的な弱さの自覚
◎悩みや不安をあおるような勧誘や、あたかも抱えている悩みや不安を解消できるかのような
勧誘を受けると、購入・契約まで至ってしまう傾向がある。

⇒抱えている悩みや不安を客観的に自覚し、そのような心理的弱みをあおってく

るような勧誘は怪しい勧誘だと認識しておくことが必要

③知らない人からのアプローチに対する警戒心

◎警戒心が弱い人は、知らない人（ＳＮＳ上でしか知らない人を含む）からの勧誘を受けて購
入・契約まで至ってしまう傾向がある。

⇒知らない人からのアプローチに対する警戒心を強めることが必要

⇒特に、知らない人やＳＮＳ上でしか知らない人からの誘いに抵抗感のない人は、

勧誘を受けると購入・契約しやすい傾向にあるということを自覚しておくことが必要
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④（客観的に見て）十分な検討ができない状態に陥る可能性の自覚

◎十分な検討ができない心理状態に陥った場合、通常であればしないような購入・契約をし
てしまう傾向がある。

⇒誰しも、十分な検討ができない心理状態に陥る可能性があることを自覚して、
意識的に注意するとともに、悪質な勧誘者はあらゆる手段で心理を突いてく
るということを認識しておくことが必要

⑤知識を得ることの重要性

◎知識がなければ、 「怪しい勧誘である」と認識することができないほか、相手から説明され
た内容が、購入・契約すべきかどうかの判断基準となり、価値を見誤ったり、契約すべき
かどうかの判断を誤ったりすることがある。

⇒悪質商法に関する知識・契約等に係る基礎知識、借金やＳＮＳに潜在する
危険性などの知識を得ることが重要

⑥感覚的かつ安易に判断・行動してしまうことの危うさを認識

◎勧誘時の第一印象や最初に思ったことは、その後の判断に影響しやすい。また、感覚的
かつ安易に判断・行動すると、相手のペースに乗せられてしまう傾向がある。

⇒最初に「怪しい」と気付くことが重要
⇒安易に判断・行動することの危うさを認識し、怪しい点や不審な点はないか、
よく考えてみることが必要


